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嶺

一
、
序

言

こ
〉
に
「
命
」
ど
い
γ

ふ
の
は
、
勿
:
論
「
}
一
人
命
」
の
「
命
」
で
も
な
ミ
ベ
運
命
'」
の
「
命
」
で
も
な
い
。
き
り
と
て
叉
「
生
命
」
の
「
命
」
を
指

し
て
皆同
ふ
の
で
も
な
〈
ー
所
謂
「
命
数
」
の
「
命
ー
一
を
指
し
て
一
一
言
ふ
の
で
も
な
い
。
周
総
等
に
山
山
て
来
る
「
命
侯
レ
ー
「
命
卿
ー
で
「
A
W
大
夫
」
・
「
命

士
」
等
、

一所
論
「
典
命
」
の
「
命
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
を
先
づ
以
て
承
知
し
て
覧
ひ
た
い
。

二
、
「
命
」
と
は
鰐
ぞ

周
総
春
宮
典
命
の
序
官
の
制
御
玄
注
に
、

命
、
調
F

王
遜
秩
掛
川
区
一之
筈
却

と
あ
る
。
こ
れ
に
擦
れ
ば
、
こ
L
A

に品一一
昨
ふ
と
こ
ろ
の
「
命
」
は
、
要
す
る
に
今
日
の
mm務

「
稼
令
養
一
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
鮮
民
域
主
か
ら



此
の
館
一令
書
を
受
け
て
、
或
は
士
と
翁
k
ソ
ー
或
は
大
夫
、
ど
佐
川
b
、
或
は
卿
と
な
り
、
或
は
誇
一侯
ど
な
る
わ
け
で
あ
る
び
然
、る
K
比
の
「
命
」
な
る

も
の
は
す
必
争
し
も
ま
か
ら
ば
か

b
出
る
の
で
無
〈
ペ
務
侠
か
ち
出
る
と
こ
ろ
の
志
の
ち
あ
る
。
そ
の
背
中
に
続
い
て
は
、

一回
一
然
以
下
に
於
-て
之
を

明
か
民
す
る
つ
も
き
で
あ
る
。

毒亀

一
一
一
‘
議
侯

の

命

数

に

就

い

て

周
に
於

τは
、
五
の
一
ゃ
に
、
公
a

侯
・
伯
・
子
・
男
等
、
凡
そ
五
等
の
務
伎
が
あ
っ
た
こ
と
段
、
天
下
局
、知
の
事
震
で
あ
る
。
と
ζ
ろ
が
命
数

〈
街
命
的
の
意
味
で
な
く
可
閥
単
に
僻
令
を
受
け
た
教
の
意
味
で
あ
る
。
以
下
問
様
民
解
せ
ら
れ
た
い
ov
か
ら
言
ふ
と
、
上
公
ほ
え
命
、
後
佑
ば
合
唱

命
、
子
第
は
五
命
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
、
凡
そ
一
二
階
…
段
に
分
れ
て
ゐ
る
ゃ
う
で
あ
る
。
周
磁
春
宮
典
命
松
、

上
公
九
命
潟
レ
伯
、
共
関
与次
官
室
率
旗
衣

J

服
縫
一
儀
、
皆
以
ν
九
銭
レ
街
。
山
内
山
伯
七
命
、
共
闘
家
宮
・
宕
華
族
衣
服
純
明
儀
、
一

u

子
監
刀
五

命、
h

骨
内
閣
家
宮
室
率
旗
衣
服
総
儀
、
皆
川
納
v
v
A¥銭
レ
筋
。

私

h

h

'

~

ツ

と
あ
る
の
は
、
邸
ち
そ
れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
と
乙
ろ
が
王
の
下
に
は
、
加
に
玉
直
属
の
公
・
卿
・
犬
夫
主
主
な
て
ブ
そ
れ
，

が
夫
れ

1
1命
数
を
受
げ
て
居
り
、
大
夫
以
上
の
者
が
出
一
封
せ
ら
れ
る
侍
誌
事

之
を
択
の
項
比
護
る
。



命 '

撃を

考

セ
現

主
之
一
ニ
公
ベ
命
。
共
一
卿
六
命
。
葉
大
夫
一
四
命
。
及
こ
一
実
出
向
封
「
砦
泊
二
・
等
サ

部
一
ち
本
来
互
の
三
公
は
八
命
、
卿
は
六
命
、
大
夫
は
四
A
mb
で
あ
る
が
、
出
一
で
て
諸
役
と
な
る
場
合
に
は
、
夫
れ
/
¥
一
等
の
加
命
が
あ
っ
て
、
コ
一

会
な
れ
ば
九
命
の
上
公
と
僻
m
b
、
卿
な
れ
ば
七
命
の
侯
伯
と
怨
b
、
大
夫
な
れ
ば
五
命
の
子
男
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
き
れ
ば
典
命
の
町
民
公
彦
疏

に
は
、
此
の
蕃
を
次
の
如
く
設
明
し
て
ゐ
る
。

手
之
三
公
八
命
、
共
卿
六
命
、
共
大
来
四
命
、
皆
是
在
ν
的
問
者
。
去
主
広
一
一
業
員
ね
均
五
日
加
工
籍
上
者
、
芝
公
凡
命
者
、
待
相

4

一
丸
命
上
公
-一
六
命
胸
事

情
的
三
七
命
後
伯
一
切
命
大
夫
、
第
一
一
五
命
子
男
サ

と
こ
ろ
が

yγ
フ
い
ふ
も
の
か
、
典
命
の
本
文
に
は
、
士
の
命
数
に
就
い
て
は
何
紘
一
で
之
に
解
れ
て
ゐ
な
い
。
然
る
に
鄭
玄
は
、
血
ハ
命
に
注
し
て
、

正
之
よ
一士
一
戸
一
命
河
中
士
一
丹
命
、
下
士
一
命
。

I
C
云
ひ
、
一
見
伊
い
ま
の
大
‘夫
に
就
い
て
は
、

問
命
、
中
下
大
夫
也
。

と
去
っ
て
ゐ
る
。

何
故
に
鱗
玄
が
、
主
文
も
無
い
の
に
、
新
一く
上
士
は
さ
命
、
中
土
は
再
一
命
、
下
士
は
一
命
と
明
記
し
た
か
と
い
ふ
に
、
そ
れ
は
周
越
の
序
官
に

は
、
明
か
に
上
士
・
中
士
・
下
士
が
あ

b
、
市
も
州
品
目
命
の
本
文
に
は
、
大
宍
は
凶
命
と
な
っ
て
ゐ
る
と
こ

β
か
ら
、
一
一
一
命
以
下
を
新
ミ
上
・
中
下
の

士

κ来、抗
J
X
分
配
し
た
も
の
で
み
ら
う
。
叉
郷
玄
が
、
こ
れ
も
疋
文
が
無
い
の
に
、
四
命
は
中
下
の
大
夫
也
と
云
っ
た
む
は
、
同
じ
く
周
納
胞
の

序
官
忙
中
大
夫
・
ア
大
来
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
上
大
夫
と
い
ふ
も
の
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
考
へ
つ
い
た
も
の
で
み
一色

5
0
旦
づ
弗
命
勾
本
文
器
、

初
等
士
に
就
い
て
傾
倒
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、
地
〈
命
が
公

・
卿

‘
大
夫
出
針
の
こ
、
と
を
設
く
花
念
、に
心
て
、
'
十
一
に
は
必
討
の
こ
と
が
な
い
と
乙
ろ
か
多



之
を
略
し
た
の
で
あ
ら
う
と
い
ふ
、
東
公
彦
の
設
は
怒
ら
く
営
つ
て
ゐ
ょ
う
。
周
趨
天
宮
序
官
(
家
宰
〉
の
郷
注
に
、

主
之
卿
六
命
、
英
大
笑
悶
命
、
士
以
一
一
三
命
南
下
一
気
レ
差
。

と
あ

b
、
市
民
公
彦
が
之
に
疏
し
て
、

又
一
再
三
五
之
卿
六
命
、
共
大
夫
問
命
一
者
、
典
命
文
。
大
夫
侃
…
一
一
中
下
之
別
↓
家
"序
官
(
則
有
二
中
下
大
夫
4
m
m
凶
命
大
夫
、
自
分
第
二
中
下
刊
似

ν
宏
一
一
日
後
伯
均
七
命
、
子
男
同
五
命
、
傍
則
有
一
一
高
一
卜
不
η
同
也
。
士
以
宇
一
一
一
一
命
一
矯
レ
差
。
但
典
命
誼
見
ニ
公
卿
大
夫
命
一
者
、
欲
レ
児
レ
ト
一
台
ニ
出
封
之
一
帯
刊

故
彼
一
民
一
旦
共
出
封
皆
加
一
一
一
紘
一
花
士
爵
卑
、
無
-
一
応
封
之
理
一
故
不
レ
一
一
一
同
也
。
彼
士
之
命
数
段
不
ν
言
、
知
戸
一
三
命
以
下
↓
者
、
五
見
}
日
L

仔
官
有
ニ
上
士
ν

中
士
・
下
士
三
等
叶
肱
ハ
命
、
除
こ
六
命
四
命
(
無
三
ニ
命
・
二
命
-
一
命
サ
郵
刻
約
レ
之
、
上
士
第
一一
三
命
ブ
中
士
第
一
一
再
命
「
下
士
第
二
命
刊
法
相
レ
然
、

王
朝
一
ニ
公
八
命
、
胸
中
ハ
命
、
大
夫
四
命
、
皆
潟
市
b
M
侍
肘
叶
以
待
下
山
向
封
震
一
一
諸
侯
一
乃
怨
め
陽
爵
九
命

q

七
命

ι

五
命
却
士
段
不
レ
得
一
一
出
封
刊
放
砕
い
王

朝
一
有
二
三
命
・
一
命
「
亦
佐
川
ニ
陽
鶴
一
無
ν
嫌
也
。

と
云
っ
た
の
は
、
明
か
に
共
の
治
息
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
便
宜
の
籍
、
今
之
を
一
驚
表
に
し
て
見
る
と
、
大
盤
次
の
如
く
に
な
る
ゃ
う
で
ゐ

#hvo 

上
公
、
j
e
-
-
:
・
:
九
命
(
腸
傍
v

侯
鈎
:
・
:
:
:
j
七
命
(
穆
爵
〉

子
、
傍
:
:
:
:
:
:
五
命
月
間
制
爵
v

五
之
一
一
一
公
:
-
e
A
命
ヘ
陰
惨
、
出
山
野
知
命
一
等
し
て
上
公
と
震
る
)

‘

γ

忠
之
燐
:
:
:

六
命
(
陰
惨
司
山
向
封
-
対
命
一
等
し
て
侯
↑
佑
と
鋳
る
〉

命

議定

考

七
五



命

数

考

七
六

王
之
大
夫
:
:
?
四
命
〈
陰
祭
、
山
内
封
加
命
一
紘
守
し
て
子
弟
と
潟
る
)

五
之
上
士
:
:
:
一
ニ
命
・
(
努
設
に
譲
一
る
。
出
訪
の
こ
と
統
一
し
〉

五
之
中
士
:
:
:
二
命
(
郵
注
に
援
る
。
出
発
の
こ
と
怒
し
)

主
之
下
士
:
:
:
一
命
〈
郵
注
に
撮
る
。
出
卦
の
こ
と
無
し
〉

位
こ
〉
托
疑
問
、
と
す
べ
き
は
、
五
之
大
夫
に
つ
い
て
は
郷
玄
が
J
a
四
命
は
中
下
の
大
夫
也
」
之
去
っ
て
ゐ
な
が
ら
、
主
之
柳
川
に
説
い
て
は
、
街

等
此
の
問
題
に
儲
れ
て
ゐ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
後
設
に
於
て
郊
に
卑
見
を
述
べ
る
つ
も

b
で
ゐ
る
。

五
、
諾

の

。
問
問
・
大
交
・

の
命
数
に
就
い
て

以
上
は
五
等
の
』
諸
侯
、
並
び
に
王
室
麗
の
公
。
的
対
‘
大
夫
・
士
に
就
い
て
吟
命
数
の
大
路
で
あ
る
が
、
ぷ
《
の
五
紘
一
?
の
諸
設
の
下
に
も
、
犬
れ
ぞ

れ
孤
と
か
附
m
'
大
夫
"
士
と
か
い
ふ
も
の
が
あ
っ
て
、
王
の
そ
れ
と
は
持
ち
町
内
る
と
こ
ろ
の
ん
W
数
を
有
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
間
総
比
八
命
、
に
回
〈
、

公
之
孤
四
命
、
以
一
一
昨
及
協
同
巾
}
抵
二
小
諸
之
壮
九
英
勝
一
ニ
命
、
業
大
夫
存
命
、
共
士
一
A
m
・0

女
一
宮
山
市
一
車
族
衣
戦
終
媛
、
各
段
一
一
共
命
之
数
叶
侯
伯
之
掬
'

大
夫
。
士
、
亦
如
レ
之
。
子
見
之
郷
再
命
、
共
大
夫
一
命
、
認
一
士
不
命
。
共
宮
宏
一
葉
旗
衣
絞
時
議
、
各
紙
二
黒
命
之
教
4

と
。
今
之
を
…
設
に
し
て
示
す
と
、
凡
そ
左
の
如
き
も
の
と
な
る
。

公
之
孤
'
:
:
:
間
一
命
J

公
之
郷
:
i
・e-
一
ニ
命
一
《
、
?

会
之
大
夫
:
;
二
A
W

一:
E

公
之
士
;
;
・
:
:
一
命
ム



俊
伯
之
胸
・
・
・
・

-
a

三
命
J

侯
伯
之
大
夫
;
・
二
命
γ
究
開
制

侯
伯
之
士
:
:
:
一
命
~

子子子
男男男
之之之
士 、大卿

夫:

不一二
命命命
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‘溺

こ
れ
に
擦
っ
て
見
る
と
、
孤
は
大
閣
に
の
み
あ
っ
て
他
に
な
く
、
不
命
之
士
は
子
男
に
の
み
ゐ
っ
て
他
に
な
い
。
孤
は
言
ふ
ま
で
ち
な
く
、
公

に
戒
し
て
幕
織
な
き
も
の
、
不
命
之
士
は
、
未
ピ
表
向
き
の
僻
令
を
受
け
て
居
ら
な
い
も
の
で
ゐ
る
。

と
こ
ろ
が
此
践
に
商
倒
な
こ
と
が
あ
る
o

そ
れ
は
諾
侯
の
胸
仰
の
中
に
は
、
直
接
王
よ

b
命
を
受
け
て
ゐ
る
者
と
、
然
ら
宇
じ
て
、
山
平
に
共
の
君

か
ら
命
令
}
受
け
て
ゐ
る
者
と
、
雨
様
ゐ
る
こ
と
で
ゐ
る
。
卸
ち
肱
(
命
の
頁
疏
に
撲
る
と
、
大
閣
の
卿
は
上
・
中
・
下
あ
っ
て
、
上
卿
は
天
子
か
ら

三
命
さ
れ
、
中
卿
は
天
子
か
ら
二
命
、
自
閣
の
震
か
ち
一
命
さ
れ
、
下
郷
は
天
子
か
ら
一
命
、
自
留
の
君
か
ら
二
命
さ
れ
る
。
ハ
但
し
夏
肢
の
制
度

で
は
、
下
柳
川
は
天
予
か
ら
一
命
、
自
閣
の
君
か
ら
一
命
で
、
都
合
二
命
ピ
け
ピ
と
い
ふ
。
〉

次
に
次
践
の
卿
-
も
上
・
中
e

下
あ
っ
て
、
「
並
び
に
一
ニ
命
、
行
い
」
と
一
式
っ
て
ゐ
る
が
、
ぞ
れ
以
上
は
何
等
詳
し
い
説
明
が
な
い
。
縫
っ
て
共
の
命
の

受
け
方
は
、
来
し
て
大
閣
の
場
合
と
同
じ
に
見
に
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
と
色
、
大
閣
と
は
幾
分
そ
こ
に
産
加
を
立
て
わ
い
の
で
あ
ら
う
か
。
翼
公

彦
も
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
何
紘
一
T

鰯
れ
て
ゐ
な
い
。
(
但
し
夏
段
の
制
度
で
は
、
上
郷
は
天
子
か
ら
こ
命
、
中
郷
ば
天
子
か
ら
一
命
、
自
問
幽
の
君
か
ら

一
命
叶
下
卿
は
自
閣
の
君
か
ら
の
み
三
命
で
、
総
局
次
閣
の
郷
は
、
周
"と
建
っ
て
、
何
れ
る
こ
命
、
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
)

命

数

が噌，

七
七



伝
八

次
に
小
留
の
卿
毛
子
中
・
下
ゐ
っ
て
、
上
婦
は
一
次
予
か
ら
一
党
自
閣
の
君
、
か
ら
一
命
き
れ
る
が
、
中
郷
・
小
卿
は
何
れ
も
自
閣
の
君
か
ら

二
Amさ
れ
る
の
み
だ
と
い
ふ
。
ハ
畑
似
し
官
界
撲
の
制
度
で
は
、
上
期
は
天
子
か
ら
一
命
さ
れ
る
が
、
中
・
下
の
二
郷
は
一
向
れ
色
白
閣
の
震
か
ら
一
命
さ

れ
る
の
み
だ
と
去
っ
て
ゐ
る
。
〉

A
7
此
の
こ
と
を
分
b
善
〈
す
る
矯
に
、
周
の
制
度
ー
と
夏
段
の
制
度
と
を
比
較
し
て
表
民
現
は
す
と
一
次
の
如
く
に
怠
る
。

〔周

命

教

考 ，

紛
LJ 
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Am大
関
孤
の
命
に
就
い
て
は
、
侭
等
設
坊
が
施
守
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
、
大
開
幽
・
弐
臨
む
上
婚
が
可
一
一
一
命
共
天
予
よ
る
下
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
で
、

d予

護主

考

ノL
O 

之
は
恐
ら
く
四
命
共
天
子
よ

b
下
さ
れ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
叉
大
夫
以
下
は
、
読
に
小
閣
の
中
期
下
剰
に
天
子
か
ち
む
命
が
な
い
以
上
、
蛍

然
自
閣
の
君
か
ら
の
み
命
を
受
げ
た
一
も
の
宅
あ
ら
う
o

一
式
一
一
一
大
関
三
郷
、
音
命
日
一
於
天
子
一
者
、
上
勝
則
命
数
足
突
。
中
郷
、
天
子
再
命
、
己
君
加
二
A
昭
一
亦
第
二
一
一
一
命
4

下
郷
、
天
子
一
命
‘
若
一
一
友
成
叶

己
一
す
ね
加
二
冷
九
二
命
足
突
。
一
式
一
一
下
大
夫
五
人
不
と
一
一
一
口
一
一
命
数
一
者
、
並
不
レ
得
二
天
子
命
↓
夏
段
並
己
君
加
一
一
一
命
サ
周
期
大
関
之
大
夫
一
持
命
也
。

一
ヂ
一
上
士
二
十
七
人
一
者
、
夏
成
之
土
不
命
。
共
二
十
七
士
、
亦
態
レ
脊
一
一
上
九
・
中
九
・
下
九
サ
一
印
皆
一
式
一
一
上
士
一
者
、
亦
是
勉
レ
入
議
-
一
高
行
「
故
強

以
こ
上
土
日
一
一
一
ロ
ド
之
也
。

一
夜
一
エ
次
留
一
一
一
胸
、
二
郷
命
ニ
於
天
子
一
者
、
上
郷
天
子
二
命
、
己
君
不
↑
加
。
中
綿
天
子
一
命
、
己
君
加
一
二
命
↓
下
納
得
天
子
不
命
、
己
君
亦
加
コ
ニ

命
一
忽
円
一
再
命
〔
故
一
式
一
一
一
一
一
卿
命
一
一
於
共
宏
刊
是
求
額
之
癖
皆
再
命
也
。
若
ニ
局
穫
で
次
留
柳
川
並
三
命
。
亦
下
大
夫
五
人
、
上
士
二
十
七
人
。
義
興
一
一

大
開
制
}
問
問
也
。

一
試
ミ
小
関
二
勝
司
皆
命
一
一
於
共
君
~
者
、
案
、
彼
郷
注
一
試
一
品
此
文
似
一
一
一
誤
紘
一
者
、
類
一
{
上
文
大
欝
e

次
趨
ペ
附
則
此
小
関
亦
蛍
v
有
一
一
一
一
一
蹴
一
一
立
ド
去
下
・
小
閣

一
郷
命
日
一
於
天
子
刊
一
一
郷
命
や
於
一
共
君
却
期
.
8

対
校
γ
「
亦
一
一
一
郷
、
一
、
一
郷
命
一
一
於
天
子
ご
九
字
よ
な
〈
。
一
デ
設
者
、
共
闘
一
夜
一
一
三
郷
命
一
一
桃
山
天
子
吋

不
レ
言
ド
皆
。
此
小
額
一
式
一
一
二
郷
皆
命
一
一
於
共
震
勺
部
品
一
一
回
ν
皆
。
是
訣
。
故
一
式
一
一
筆
談
一
也
。
若
依
ご
此
三
郷
一
解
レ
之
、
刻
一
二
郷
之
内
二
郷
命
A

…
於
一
大
子
刊

一一一郷吋

第
二
命
刊
二
郷
命
日
一
於
共
君
九
亦
各
一
命
。
亦
下
大
夫
五
入
、
上
士
二
十
七
人
。
義
輿
ν
上
向
也
。
若
]
掬
藤
「
小
路
一
ニ
郷
、
一
皆
再
命
。
亦
一
一
郷

命
こ
於
天
子
一
己
震
加
二
命
日
矯
刊
一
一
持
命
寸
二
郷
命
一
一
於
共
震
二
小
レ
得
一
一
一
大
子
命
4

並
己
君
再
命
笑
。

叉
周
法
、
次
観
五
丸
一
人
夫
、
亦
興
一
一
大
観
五
大
夫
一
向
再
命
。
小
鐙
下
大
夫
五
入
、
各
一
命
。
共
士
、
公
侯
伯
之
士
、
同
一
命
。
子
男
之
士
、
不
命
。



典之
一夏
授
ゐ
円
。
助
文
是
也
。

六
、
主
制
に
見
え
た
る
倉
教
に
就
い
て

以
上
は
大
鰐
周
耀
典
命
を
、
主
と
し
た
務
侯
や
公
・
卿
・
犬
夫
・
士
の
命
数
に
就
い
~
て
の
設
切
で
あ
る
が
、
骨
択
の
説
明
の
中
に
は
、
機
記
王
制
比

本
づ
い
た
邸
玄
の
注
や
、
そ
の
鄭
玄
の
訟
を
更
に
詳
細
に
分
解
し
た
費
公
彦
の
疏
な
ど
が
ゐ

b
、
出
来
る
だ
け
周
鵠
と
王
制
と
を
調
和
さ
せ
よ
う

と
し
て
ゐ
る
努
力
が
認
め
ら
れ
る
。
併
し
な
が
ら
、
結
局
爾
者
の
一
致
せ
ぬ
鈷
に
逢
策
す
る
と
、
王
制
の
設
を
指
し
て
鄭
玄
は
之
を
夏
肢
の
制
な

b
と
一
試
ひ
、
東
公
彦
亦
郷
玄
の
設
K
餐
問
の
意
を
表
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
や
う
な
わ
け
で
、
王
制
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
必
宇
し
も
周
践
と

は
一
致
し
な
い
が
、
そ
り
一
致
し
な
い
部
分
を
良
く
識
別
し
て
、
敢
て
牽
強
附
舎
を
行
は
な
い
な
ら
ば
、
王
制
が
周
躍
を
説
明
す
る
上
に
大
な
る

参
考
と
な
る
こ
と
は
勿
論
で
み
る
。

倍
紬
版
記
王
制
で
は
、

天
子
、
三
公
・
九
卿
・
〈
一
二
孤
卿
左
中
ハ
郷
)
二
十
七
大
夫
・
八
十
一
元
士
。

と
規
定
し
、

'更
に
務
侯

ι蹴
倒
し
て
は
、

大
関
一
二
郷
、
皆
命
一
一
於
天
子
サ
下
・
大
夫
五
人
。
上
士
二
十
七
人
。

次
間
関
.
三
郷
、
二
卿
命
ニ
於
天
子
(

一
一
卿
命
こ
於
共
君
斗
下
大
夫
五
人
。
上
士
二
十
七
人
。

、小
間
二
郷
、
皆
命
円
一
於
共
君
叫
下
大
夫
五
人
。
上
士
二
十
七
人
。

と
説
明
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
譲
れ
ば
、
大
関
践
と
次
開
聞
と
は
共
比
一
二
郷
で
あ
る
が
、
小
関
闘
は
二
卿
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
若
し
小
関
が
二
郷
だ
と
す

考

命

数

λ 



命

A
一一

教

考

る
と
、
後
文
の
「
小
間
関
之
上
郷
1

位
営
一
一
大
鋳
之
下
郷
↓
中
営
一
一
英
一
上
大
夫
↓
下
堂
二
共
下
大
夫
ご
と
い
ふ
の
と
、
前
後
矛
麗
す
る
こ
と
に
な
る
お

で
、
都
支
は
此
の
文
に
誤
殺
ゐ

b
と
し
、
之
を
訂
正
し
て
、

小
路
部
三
瀬
、

一
一
郷
命
日
一
於
一
次
子
「
二
期
命
こ
於
其
君
サ
下
大
夫
五
人
。
上
士
二
十
七
ん
。

と
去
っ
て
農
b
、
時
打
〈
公
務
亦
典
命
の
疏
に
於
工
此
の
一
品
?
に
論
及
し
亡
こ
と
は
、
援
に
槌
項
に
引
用
し
た
議
b
で
あ
る
。
新
く
し
て
鄭
玄
の
討
疋
を

一
止
し
い
と
す
る
な
ら
ば
ー
(
恐
p
ゆ
く
五
じ
い
で
あ
ら
う
〉
此
の
王
制
の
経
文
は
、
共
の
受
命
の
仕
方
氏
擁
す
る
繰
ち
に
於
て
、
周
鵡
典
命
左
大
し

た
相
惑
は
な
い
ゃ
う
で
あ
る
。
(
元
事
。
施
ハ
命
記
於
て
は
、
次
鎮
の
経
文
・
要
疏
共
犯
明
僚
を
快
き
、
一
一
一
綿
一
共
に
天
子
か
ち
の
命
を
受
け
る
や
う
に

ふ
?
と
こ
ろ
の
や
う
に
も
取
れ
る
。
前
項
の
表
参
照
。
)

も
取
れ
る
、
又
こ
の
王
制
の

と
こ
ろ
が
、
共
の
命
教
を
説
明
す
る
段
に
な
る
と
、
王
制
の
文
は
品
〈
命
D
文
と
謹
唱
し
く
棺
獲
し
て
来
る
。
部
ち
典
命
で
は
、
大
協
・
次
腿
共
に

「
共
の
締
は
一
一
一
命
、
共
の
大
夫
は
一
待
命
、
共
の
士
は
一
命
ご
又
「
小
額
の
卿
は
一
持
命
、
業
の
大
夫
は
一
命
、
共
の
土
は
不
命
。
い
と
去
っ
て
ゐ
る

托
係
ら
や

J

、
五
制
民
於
て
は
、
「
大
間
関
の
上
郷
は
一
一
一
命
、
下
期
は
蒋
命
。
小
磁
の
婚
は
下
大
夫
と
輿
に
一
命
。
」
と
去
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
邸
ち

)
点
制
に
臼
〈
、

「
大
問
問
之
州
側
、
不
ν
議
二
一
一
一
命
刊
下
勝
一
持
命
。
小
路
之
郷
、
輿
叫
み
hs
大
夫
二
命
。
」
と
。
濁
し
て
こ
、
告
に
次
踏
に
つ
い
て
説
明
が
な
い
の
は
守
鄭
玄
も

去
っ
て
ゐ
る
如
〈
、
大
磁
と
小
一
鰯
と
の
務
係
bnw
見
て
、
之
を
類
推
せ
よ
と
わ
ふ
の
で
あ
会
う
。
き
れ
ば
孔
穎
遼
る
之
詑
疏
し
て
川

手
一
大
盤
上
郷
一
一
一
命
ー
下
綿
一
舟
命
勺
次
開
湖
上
柳
川
一
再
命
、
下
郷
一
命
。
小
路
上
下
婦
、
並
皆
一
命
。

ど
去
っ
て
ゐ
る
。
今
之
を
鶴
表
に
す
る
と
大
凡
次
の
加
と
に
な
る
。
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之
を
地
ハ
命
質
疏
の
国
側
表
(
前
項
参
照
〉
と
較
べ
見
る
時
、
吾
λ
は
高
一
ち
に
持
の
命
数
の
相
還
を
見
出
す
で
あ
ら
う
o

此
の
相
逮
-
は
何
に
よ
っ
て
起

る
か
a
鄭
玄
は
局
制
と
一
致
せ
ぬ
も
の
が
あ
る
と
、
無
保
件
に
夏
段
の
制
だ
と
衛
じ
て
し
ま
ふ
癖
が
あ
る
が
、
来
し
て
そ
れ
で
宣
い
の
で
あ
ら
さ

か
。
叉
王
制
は
支
般
の
秘
主
一
式
ひ
乍
ら
可
賢
疏
の
設
明
せ
る
夏
段
制
ど
、
孔
-
疏
の
採
用
せ
る
夏
段
制
と
て
共
の
問
に
も
多
少
む
拐
建
を
知
市
せ
る
は

何
に
擦
る
か
。
ぞ
れ
-等
に
就
い
て
は
一
向
に
究
明
せ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
一
告
人
は
常
存
共
の
判
断
に
苦
し
む
も
の
で
あ
る
o

〔
参
考
〕

命

教

考

八
三



命

傍
こ
L

〉
に
大
い
に
参
考
に
供
す
べ
き
一
つ
の
問
題
が
ゐ
る
。
そ
れ
は
孫
訟
惑
が
周
競
典
命
の
疋
義
の
中
に
於
て
、
孫
希
旦
の
設
を
引
用
一
し
、
務

侯
'の
蜘
例
。
大
夫
a

士
の
命
教
の
如
き
は
、
一
克
来
共
の
身
分
に
よ
っ
て
毘
定
せ
る
、
も
の
で
な
く
、
周
躍
な
ど
に
一
一
一
一
口
ふ
と
こ
ろ
は
可
山
平
に
共
の
最
後
む

命
数
に
つ
い
て
場
示
し
た
に
過
ぎ
芯
い
。
例
へ
ば
六
閣
の
卿
に
し
て
も
、
一
命
の
者
も
あ
b
、
二
命
の
者
も
あ
り
、
三
命
の
者
る
あ
る
一
式
一
式
L
U
い

数、

考

Fに
四

ふ
議
論
で
あ
る
。

孫
希
臼
一
一
夜
、
左
停
、
管
公
以
-
一
三
命
一
命
一
一
先
旦
居
(
終
-
一
中
軍
(
以
-
v

再
命
一
命
一
五
冗
茅
之
「
懸
「
一食
寝
間
医
↓
以
一
二
命
}
命
一
ぬ
仰
向
欣
↓
第
レ
卿
。
魯
季
一
や

子
・
叔
孫
昭
子
、
初
以
三
再
命
一
気
レ
卿
々
及
一
日伐
ν
否
定
予
之
、
更
受
一
二
ご
命
4

是
公
侯
伯
之
卿
、
三
命
矯
ド
極
。
而
一葉
初
升
者
、
或
惟
再
命
及
一
命

也
。
子
男
之
郷
、
以
一
一
帯
命
}
忽
v
極
。
而
其
初
升
者
有
或
惟
一
命
也
。
索
、
孫
設
是
也
。
王
制
輿
こ
此
経
文
一
、雑
レ
不
ν
隠
レ
義
、
一
驚
五
相
足
。
友
義

ム
一
十
六
年
体
、
亦
設
一
-
動
賜
一
一
子
展
三
命
之
服
、
子
産
再
命
之
服
4

是
侯
伯
之
卿
、
自
有
二
再
命
・
一
命
者
4

葦
初
命
矯
v
卿
、
命
数
皆
、
減
輿
こ

大
夫
}
同
一
。
加
賜
乃
得
-
一
一
二
命
14

此
経
(
典
命
)
唯
一
式
-
一
卿
一
一
一
命
一
者
、
嬢
一
一
共
最
費
者
一
一
一
一
一
日
レ
之
。
資
別
公
侯
伯
卿
司
不
一
一
必
皆
、一
{
一
命
寸
前
大
夫
・
士

亦
不
一
エ
ル
皆
存
命
一
命
「
可
-
一
類
推
一
世
。

七
、
卿
・
大
突
に
関
す
る
特
殊
問
題

務
侯
の
郷
に
、
上
・
中
・
下
の
一
二
等
あ
る
こ
と
は
、
前
既
に
述
ぶ
る
と
こ
ろ
に
撲
っ
て
明
か
で
ゐ
る
。
而
し
て
一
居
此
の
事
を
設
嬢
立
て
る
も

の
は
、
王
制
の

次
協
之
上
卿
、
位
静
岡
一
一
大
関
之
中
プ
中
営
二
共
下
一
下
嘗
一
共
上
大
夫
↓
小
関
之
上
郷
、
位
蛍
一
一
大
路
之
下
郷
一
中
営
コ
共
上
大
夫
「
下
営
『
{
廿
門
下

大
夫
叫



と
あ
る
一
文
で
あ
る
。
今
之
宏
一
設
に
す
る
と
戎
の
如
〈
に
芯
る
σ

〔
大
関
〉

(
弐
図
)

(
小
閣
)

上
9~P 

中
P郎

上
9P:JJ 

下
卿

中
P郎

上
B~P 

上
大
夫

下
9~P 

中
P~P 

下
大
夫
:
:
・

下
痢j

倫
此
の
一
文
に
つ
い
て
は
、
左
倖
成
公
一
一
一
年
冬
十
一
月
、
菅
伎
が
荷
庚
を
し
て
来
跨
一
せ
し
め
ー
衛
侯
が
孫
良
夫
を
し
て
来
勝
せ
し
め
た
時
ー
共
の

順
位
を
定
め
る
に
就
い
て
問
題
が
起

b
、
成
公
が
之
を
減
宣
叔
に
問
ふ
と
、
減
叔
が
之
に
針
へ
て
、
之
と
全
く
同
じ
ゃ
う
な
こ
と
を
一
去
っ
て
ゐ
る
。
、

一
一
唐
明
か
と
な
づ
亡
。
前
項
に
引
用
し
た
王
制
の
「
大
観
之
卿
、
不
ν
過
一
一
一
二
命
サ
下

新
く
し
て
諸
侯
の
剰
に
上

ピ
中
@
下
一
二
銘
一
寸
あ
る
こ
と
は
、

卿
再
命
。
小
関
之
卿
可
奥
一
一
下
大
夫
二
命
。
」
の
疏
に
於
て
ー
孔
頴
遼
が

大
関
下
郷
再
命
者
、
謂
下
除
ν
孤
以
外
之
卿
可
就
-
一
再
命
之
中
「
分
矯
巾
中
期
・
下
郷
よ
也
。
・
7

・
:
次
協
之
下
卿
一
命
、
亦
分
悠
一
一
中
・
下
一
一
位
一
花
・

・
:
小
関
之
郷
、
時
昨
日
一
向
一
命
↓
亦
分
第
二
一
二
壮
一
三

L
V}去
っ
た
の
も
一
全
く
此
の
一
文
か
ら
出
穫
し
た
言
葉
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
諸
侯
の
卿
に
は
新
〈
上
・
中
・
下
の
一
二
紘
一
?
あ
っ
た
こ
と
が
明
か
で
あ
る
に
係
ら
や

J
1

天
子
直
島
の
郷
に
つ
い
て
は
、
之
に
関
附
す
る

記
録
が
全
〈
な
い
。
第
四
項
に
引
い
た
典
命
の
本
文
に
は
、
「
玉
之
三
公
八
命
、
其
卿
六
~
命
刊
其
大
夫
同
命
、
一疋一式

J

」
?
と
あ
る
の
み
で
、
鄭
設
も

数

，命

舟守，

八
五



数

決
六

震
統
一色
、
蜘
仰
に
一
ニ
等
あ
る
か
容
か
に
4

就
い
て
は
何
等
鰯
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
叉
天
安
家
宰
序
官
に
は
、
「
治
官
之
属
、
大
一平
卿
一
入
、
小
宰
中

大
夫
二
入
、
宰
夫
下
大
夫
間
入
、
上
士
八
人
、
中
士
十
有
六
人
、
放
下
士
一
一
一
十
有
二
人
ご
と
ゐ

b
7大
夫
に
中
・
下
り
一
一
紘
一
叩
あ
L
U
、
去
に
上
・
中
・

下
の
一
一
一
等
あ
る
ご
と
は
見
え
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
卿
の
等
殺
に
つ
い
て
は
矢
張
b
何
等
の
手
係
b
も
な
い
。
而
し
て
此
の
こ
と
は
周
耀
六
官
を
通

じ
て
会
C
同
様
だ
と
去
ひ
得
る
Q

J
き
れ
ば
孫
諮
議
な
E
は
、
此
の
家
宰
序
ん
自
の
主
義
の
中
に
於

τ〉

此
経
王
宮
之
倭
凡
七
等
。
日
公
、
日
郷
、
問
中
大
夫
、
日
下
大
夫
、
田
上
士
、
日
中
士
、
臼
下
士
。
而
無
一
九
よ
大
夫
サ

と
去
っ
て
ゐ
る
く
ち
ゐ
で
あ
る
ρ

既
に
務
侯
の
蜘
併
に
上

・
中
・
下
一
二
築
の
直
別
を
立
て
な
が
ら
、
天
予
の
卿
に
全
然
此
の
区
別
が
無
か
っ
た
と
す

る
な
ら
ば
、
文
を
岱
ぷ
周
代
と
じ
て
、
天
子
の
方
が
誇
侯
よ
り
文
繍
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

I
i穣
少
さ
営
以
て
愛
し
と
す
る
場
合
は
一別
と
し

て
1

1
・頗
る
具
、
な
も
の
と
一
式
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
ζ

で
葱
ふ
に
、
官
制
の
一組
織
と
し
て
は
、
天
子
の
卿
一と
雄
志
、
勿
論
上

・
中
旬・
下
一
一
一
等

の
箆
別
が
存
し
て
居
っ
た
の
だ
け
れ
ど
色
、

資
際
に
は
之

ee麗
加
し
て
明
示
す
る
必
要
室
、
場
合
S
無
か
っ
た
り
で
は
あ
る
ま
い
か
。
併
し
こ
れ
は

金
〈
の
想
像
で
あ

b
、
勿
論
確
設
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

次
に
大
夫
に
就
い
て
の
問
題
で
あ
る
が
、
銃
に
周
態
天
官
家
宰
序
官
む
引
用
文
に
於
て
示
せ
る
が
如
〈
、
中
大
夫
と
下
大
夫
と
は
共
に
存
す
る

け
れ
ど
も
、
上
大
夫
は
無
〈
、
市
色
此
の
事
は
関
川
官
を
遜
じ
て
同
様
で
あ
る
o

と
こ
ろ
が
諸
侯
に
な
る
と
、
此
の
項
の
初
め
に
引
用
し
た
王
制
の

一
文
の
如
く
、
上
大
夫
と
下
大
夫
と
は
共
に
あ
る
け
れ
ぎ
も
、
中
犬
夫
と
い
ふ
も
の
が
な
い
。
方
懇
の
如
き
は
、
王
制
の
「
大
関
一之
卿
パ
不
ν
過
ニ

三
命
サ
下
郷
再
命
、
小
閣
之
勝
、
輿
ニ
下
大
夫
一
一
命
。
」
に
注
し
て
、

雷
同
一
一
下
大
夫
「
而
不
ν
及
之上
・
中
一者、

査
諸
侯
無
二
中
大
夫
二
間
抑
制
問
上
大
夫
故
也

Q

(

鵡
記
義
疏
引
)

と
さ
へ
一
買
っ
て
み
る
。
方
懇
の
此
の
所
設
は
、
勿
論
王
制
の



王
者
之
制
一
一
旅
傍
「
公
・
侯
・
佑
・
子
・
男
凡
五
等
。
諸
俊
之
上
大
~夫
期
、
下
大
夫
・
上
士
・
中
士
'
下
士
凡
五
等
。

よ
り
来
て
ゐ
る
も
の
と
思
は
れ
5
が
、
そ
れ
に
し
て
も
中
大
夫
一
が
無
い
と
い
ふ
の
は
ぎ
う
し
た
わ
け
か
。
且
つ
務
侯
の
上
大
夫
以
邸
ち
卿
だ
と
い

ふ
理
由
は

E
こ
に
あ
る
の
か
。
左
体
極
公
一
一
一
年
の
僚
に
は
、
公
の
女
が
他
鶴
に
嫁
す
る
場
合
、
先
方
が
大
関
な
れ
ば
上
郷
が
之
を
送
り
、
先
方
が

小
閣
な
れ
ば
上
大
夫
が
之
を
法
忍
こ
と
を
設
い
'て
居
b
、
竹
添
博
士
は
之
に
築
し
て
こ
け周
綾
序
官
に
は
中
大
夫
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
上
大
夫
が

な
い
。
ぞ
こ
で
王
制
で
は
諸
侯
む
上
大
夫
は
部
品
行
婚
だ
と
し
て
、
上
大
夫
は
事
費
上
無
い
者
の
如
く
に
し
、
周
鶴
ー
と
辻
援
を
合
せ
よ
う
と
し
た
の

以
ん
が
、
ぞ
れ
は
畢
究
王
制
の
編
者
が
此
の
左
俸
の
文
を
見
な
か
っ
た
か
ら
だ
o
」
と
論
じ
て
、

周
純
順
序
官
、
唯
有
こ
中
大
，夫
「
無
-
一
上

v

大
夫
寸
王
制
問
、
諸
一侯
上
大
夫
卿
。
而
此
去
一
一
上
大
夫
}
者
、
務
侯
之
制
、
一
コ
卿
・
五
大
夫
。
五
人
之
中
、

叉
復
分
焼
ご
上
下
寸
成
一
一
一
年
俸
回
、
次
関
之
上
郷
、
営
二
大
関
之
中
一
中
営
一
一
堂
ハ
下
一
下
営
こ
骨
肉
上
大
夫
刊
小
簡
之
上
郷
、
τ

営
刊
一
大
路
之
下
痢
プ
甲

州
晶
一
一
其
上
大
夫
一
下
営
-
一
共
下
大
夫
↓
是
分
一
一
大
夫
み
均
一
一
主
下
一
也
。
編
一
一
主
税
一
者
、
不
ν
見
-
一
友
傍
「
故
以
一
一
王
官
}
混
誘
存
。

と
云
っ
て
ゐ
る
け
れ
ど
ち
、
こ
れ
と
て
諸
侯
に
中
大
夫
の
無
い
理
由
は
何
等
問
問
刻
さ
れ
て
居
ら
な
い
。
且
つ
共
の
引
用
し
た
成
会
一
二
年
の
文
の
如

き
は
、
前
に
も
一
寸
鰯
れ
て
聞
置
い
た
知
〈
可
王
制
の
文
と
全
然
同
一
で
あ
っ
て
、
寓
一
に
も
王
制
の
編
者
が
、
左
偉
か
ら
此
の
一
僚
を
採
っ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
曾
盤
坊
の
議
論
は
自
然
民
家
撞
著
を
来
す
こ
と
に
な
る
。

惟
ふ
w
仏
、
多
く
の
文
献
上
か
ら
見
て
、
諸
侯
に
上
大
夫
が
め
っ
た
こ
と
は
、
守
は
れ
な
い
事
震
の
ゃ
う
で
あ
る
。

i
!よ
し
上
大
夫
に
し
て
直

も
に
卿
の
取
扱
を
受
げ
る
者
が
あ
っ
た
に
し
て
も

i
i且
つ
艇
に
士
に
上
・
中
・
下
の
区
別
が
あ
b
、
卿
に
亦
上
・
中
・
下
の
区
別
が
あ
っ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
中
大
夫
な
る
容
も
、
賢
一例
の
有
無
は
之
を
別
と
し
て
、
少
く
と
ち
周
期
組
織
の
上
に
は
矢
張
b
存
し
て
居
っ
た
の
で
は
め
る
ま
い

カ

命

考

1¥主

t 



八
八

そ
こ
で
次
に
は
、
何
故
に
天
子
に
中
・
下
の
爾
大
夫
る
っ
て
、
上
大
夫
が
な
い
か
と
い
ふ
問
題
が
生
や
る
が
、
こ
れ
に
泣
い
て
は
孫
諮
譲
が
、

家
宰
序
宮
の
正
義
の
中
に
於
て
吋
沈
形
の
設
を
引
き
、
「
王
制
に
、
務
侯
の
上
大
夫
部
郷
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
推
し
て
、
天
子
の
上
大
夫
も
亦
卿

と
な
る
か
ら
、
そ
こ
で
天
子
に
上
大
夫
が
な
い
の
だ
。
」
と
推
論
し
て
ゐ
る
。

此
経
王
宮
之
爵
凡
七
等
。
日
公
、
日
郷
、
回
中
大
夫
ー
日
下
大
夫
、
日
上
士
、
沼
中
士
、
日
下
士
。
南
無
一
二
上
大
夫
↓
沈
桜
一
訳
、
上
大
夫
部
孤

隣
府
也
。
大
裁
綾
記
盛
徳
第
一
訳
、
一
ニ
少
皆
上
大
夫
也
。
王
制
一
定
、
諸
侯
之
上
大
夫
郷
。
天
子
亦
然
。
案
洗
設
是
也
。

此
の
推
論
は
、
一
路
方
色
の
や
う
に
も
思
は
れ
る
が
、
併
し
儀
鵡
の
士
招
見
躍
に
、
「
上
大
夫
棺
見
以
ド
議
。
」
の
諾
が
あ
る
な
ど
か
ら
考
へ
る
と
、

矢
張

b
府
代
の
制
度
と
し
て
は
、
4
A
パ
の
組
織
の
上
に
、
天
子
の
上
大
夫
な
る
き
の
凡
存
在
し
た
こ
と
が
首
肯
さ
れ
る
。
し
て
見
れ
ば
、
偶
主
制
川
越

六
官
民
、
上
大
夫
の
名
が
見
出
し
得
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
が
必
十
し
き
上
大
夫
の
存
設
を
否
安
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
こ
と
、
治
前
述

し
た
郷
の
場
合
と
同
様
で
は
な
か
ら
う
か
と
懇
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

八

結

五回
世

間

四

向

調

之
を
要
す
る
に
、
五
の
公
a

郷
，
大
夫
a

士
の
命
数
に
就
い
て
は
、
秩
序
裳
然
と
し
て
居
て
、
何
等
疑
問
の
生
十
べ
き
も
の
志
な
い
の
だ
が
、

務
侯
の
孤
。
郷
・
大
夫
・
士
の
命
数
と
な
る
と
、
間
川
綾
地
〈
命
と
殺
詑
王
制
と
で
は
相
意
の
問
問
さ
が
あ
b
、
従
っ
て
織
す
A

は
、
主
制
を
以
て
夏
般
の

制
な
り
と
し
、
一
一
態
共
の
腐
の
解
決
を
試
み
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
に
も
係
ら
字
、
同
じ
く
邸
玄
訟
に
猿

b
な
が
ら
ー
夏
放
の
制
を
説
く
に
際
し
て

は
、
蜜
公
彦
と
孔
穎
態
と
の
摺
に
、
叉
意
見
の
一
致
せ
ぬ
部
分
が
あ
，
b
、
問
題
は
頗
る
紛
糾
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
併
し
此
等
は
結
局
正
文
の
不

備
か
ら
来
る
の
で
あ
っ
て
、
今
直
も
に
之
が
王
杏
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
頗
る
間
離
な
問
題
と
去
は
ね
ば
な
ら
な
い
φ

夫
れ
故
自
分
は
今
、
此
ル
掛
ザ



紛
糾
せ
る
問
題
を
応
来
る
だ
け
絵
避
し
、
夫
れ
/
¥
の
主
張
を
有
h
の
僚
に
詔
介
し
て
、
関
々
卑
見
を
加
へ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
最
後

に
周
滋
春
官
大
宗
一
伯
に
見
え
に
る
「
九
議
之
命
」
な
る
色
の
を
紹
介
し
て
、

俗
的
別
…
控
寄
与
水
位
の
本
官
民
ぞ
見
る
と
、

一
先
づ
此
の
小
論
文
を
務
ら
う
と
思
ふ
。

以
-
づ九
議
之
命
「
正
ニ
邦
関
之
位
刊
受
命
受
レ職
、
再
命
受
ν
服
、
三
命
受
ν
位
、
四
命
受
九
器
、

五
命
賜
ν
則
、
六
命
賜
ド
官
、

七
命
賜
レ
圏
、
八
命

作
レ
牧
、
九
命
作
ν
伯。

と
い
ふ
こ
と
が
あ
右
。

鄭
玄
は
之
に
注
し
て
、
三
一
札
命
受
レ
職
」
に
謝
し
で
は
「
始
見
ν
命鴛一一
E
吏
叫
謂
-
一列
鴎
(
此
の
列
圏
、
子
男
を
含
ま
や
J
O

以
下
同
じ
。
)
之
士
↓
於
コ
子
男
}骨
純
一
一
大
夫
サ
王
之
下
士
亦
一
命
。
」
と
一
式
ひ
、
「
再
命
受
レ
股
ー一

に
濁
し
て
は
「
此
受
こ
玄
関
免
之
服
サ
列
閣
之
大
夫
再

命
、
於
一
一
子
男
一銭
ν
郷
。
卿
大
夫
自
ニ
玄
菟
一
而
下
。
:
:
:
王
之
中
士
亦
再
命
。
士
則
僚
弁
版
。
」
と
一
式
ひ
、
「
一
一
一
命
受
ν
位
」
に
濁
し
て
は
「
此
列
顕

之
卿
、
始
有
下列
-
一
位
於
王
「
翁
-m
F
一
之
医
エ也
。
王
之
上
士
亦
一
一
一
命
。
」
と
一
試
ひ
、
「
四
命
受
ν
器
'一

-
に
針
し
て
は
「
此
公
之
孤
、
始
得
ド
有
二
祭
器
一
者

也
。
王
之
下
六
夫
亦
四
命
。
」
、
と
一
武
ひ
、
「
五
命
賜
レ
刻
」
に
聾
し
て
は
「
如
、
地
未
ν
成
レ
簡
之
名
。
王
之
下
大
夫
羽
命
、
出
封
加
二
等
一
五
命
、

ω

骨
骨

賜
レ
之
以
一
一方
百
畏
・
二
百
里
・
三
百
盟
之
地
一
者
。
方
四
百
皇
以
上
潟
一
一成問問
4
1
:
:」
と
一
式
ひ
、
コ
ハ
命
賜
ン官
」
に
街
し
で
は
「
此
玉
六
命
之
郷
、

賜
レ
官
者
。
使
ν
得
下自
澄
一一共
匡
一
治
{
一家
一邑
「
如
弘
祐
侯
上。
」
と
云
ひ
、
「
七
命
賜
レ
間
関
」
に
艶
し
で
は
「
王
之
卿
六
命
、
出
封
加
二
等
一
者
。
司
一農

一
耳
、
出
彦
一
役
伯
之
一
慰
ご
と
一
式
ひ
、

「
八
命
作
ν
牧
」
に
針
し
で
は
「
誤
γ
侯
伯
有
一
一
功
徳
}
者
、
加
命
得
何
事
征
乙
伐
於
諸
侯
o
m
倫
明
司
養
一
去
、

牧
。
主
之
さ
公
亦
八
人叩O
L

と
一
式
ひ
、
「
九
命
作
ド伯
」
に
濁
し
て
は

「
上
公
有
三功
徳
一
者
、
加
命
第
一
三
伯
「
得
レ征
一一
五
侯
九
伯
一
者
。
鄭
司
農
一
去
、

一
州
之

長
引諸
侯
}
第
一
一方
位
ご
と
一
式
つ
て
ゐ
る
。

此
の
鄭
設
の
個
々
の
事
柄
に
腐
し
て
は
、
勿
論
多
少
の
異
議
る
存
す
る
で
ゐ
ら
う
が
、
大
館
に
於
て
典
命
の
文
γ

と
一
致
せ
る
き
の
左
云
ふ
べ
き

命

数

考

I、
九



先。

/
・
￥
受
〈
与
を
と
こ
ろ
の
も
の
を
呉
、
に
す
る
記
事
左
し
て
晃
る
一時
、
此
の
大
宗
磁
の
一
文
、は
、
此
の
小
論

で
あ
っ

噌
之
を
司

支
の
一
努
設
さ
じ
て
立
仮
に
役
立
。
で
あ
ら
う
。

をa

、

(
昭
和
十
六
年
八
月
二
十
九
日
}

る
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